
 

 
Live with Community 〜共に⽣きる〜 

令和８年１月５日 

 

手形・小切手機能の全面的な電子化に向けた取り組みについて 

 

 島根中央信用金庫（理事長 福間均）では、政府・産業界・金融界が連携して取り組

んでいる「２０２６年度末（令和９年３月末）までの手形・小切手機能の全面的な電子

化」に向け、令和７年２月４日にてお知らせした事項に加え改めて以下のとおり対応さ

せていただきますので、お知らせします。 

 

 今後は、手形・小切手に代わる電子的な決済方法として「でんさいサービス（電子記

録債権）」や「インターネットバンキングサービス」への移行をサポートし、お客さま

の業務効率化に向けた取り組みを支援してまいります。 

 

 今後もより一層のサービス向上に努めてまいりますので、引き続きお引き立てをお

願い申し上げます。 

 

記 

 

〇手形帳・小切手帳の発行終了 

 ・実施日：令和８年３月３１日（月） 

 ・令和８年３月末をもちまして手形帳・小切手帳の発行を終了させていただきます。 

終了時点で保有されている手形帳・小切手帳は、発行終了日以降も引き続きご利用

いただけます。 

 

〇払戻請求書による当座勘定からの払戻しの取扱開始 

 ・開始日：令和７年３月３日（月） 

・当金庫所定の払戻請求書へ記名押印いただくことで払戻しが可能となります。 

 ・なお、引き続き小切手による払戻しも可能です。 

 

〇当座預金の新規口座開設の停止 

 ・実施日：令和７年３月３日（月） 

 ・当座預金の新規口座開設を停止させていただいております。事業性資金にかかる預

金口座開設をご希望される場合は、「普通預金口座」または「決済用普通預金口座」

をご利用ください。 

  なお、既に当座預金口座をお持ちのお客さまは、引き続きご利用いただけます。 

 

 

 



〇令和９年４月以降を期日とする手形等の代金取立受付の停止 

 ・実施日：令和７年３月３日（月） 

 ・令和９年４月１日以降を期日とする紙の手形や小切手（先日付小切手）について、

代金取立の受付を停止しております。 

 

〇紙の手形割引の受付の停止 

 ・実施日：令和８年９月３０日（水） 

 ※令和９年４月以降を期日とする手形割引につきましては、令和７年３月３日（月）

より受付を停止しております。 

  ・電子記録債権は、でんさいサービスをご利用いただくことで割引の新規受付が可

能です。 

 

〇他行を支払地とする手形・小切手の入金扱いの終了 

 ・実施日：令和８年９月３０日（水） 

 

〇手形・小切手の振出期限の設定 

 ・手形・小切手の振出期限を令和８年９月３０日（水）とします。 

 ・令和８年１０月１日（木）以降に振出された手形・小切手は当座預金から支払いが

できません。 

 

〇自己宛小切手の発行終了 

 ・自己宛小切手（当金庫振出小切手）の発行を終了します。 

 ・実施日：令和８年９月３０日（水） 

 

〇手形・小切手機能の全面的な電子化にともなう代替手段のご案内 

 ・電子化は、現物紛失リスク低減に加え、押印・発送・保管等の事務負担の軽減や印紙税の

削減など、支払側と受取側双方にメリットがあります。 

 ・電子的決済手段への移行をご検討いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

代替手段 内容 

でんさいサービス 

（電子記録債権） 

手形に代わる決済手段としてのご利用を推奨しております。電子

的に金銭債権のやり取りを行うことができます。 

法人インターネットバ

ンキングサービス 

小切手に代わる決済手段としてのご利用を推奨しております。イ

ンターネットを利用して、相手の口座に直接送金することができ

ます。 

 
 

 
 
 
 
 

※ 「ユースエール認定制度」とは、若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが 

優良な中小企業を厚生労働大臣が認定する制度です。 

本件に関するお問い合わせ先 
島根中央信⽤⾦庫 
事務部 事務管理課 
℡（0853）20-1000 



手形・小切手をお受取りのお客さま

手形・小切手を振り出しのお客さま

2025年度 2026年度 2027年度

2025年度 2026年度 2027年度

⽀払地︓当⾦庫・他⾏ 取⽴可能2027年3月27日（木）まで受付（ただし期日が2027年3月末までの⼿形・⼩切⼿） 取⽴不可

⼊⾦可能

⼊⾦可能

⼊⾦可能 ⼊⾦不可

⼿形・⼩切⼿の取⽴受付終了
（2027年4月）

他⾏を⽀払地とする⼿形・⼩切⼿の⼊⾦受付終了
（2026年9月末）

⼿形・⼩切⼿帳の発⾏受付終了（2026年3月末）

⽀払地︓当⾦庫他⽀店

⽀払地︓当⾦庫⾃店

⽀払地︓他⾏

⼊⾦

代⾦取⽴

発⾏・振出 ⼿形・⼩切⼿の最終振出期限（2026年9月末）
⼿形・⼩切⼿帳発⾏可能 発⾏終了

振出不可

割引手形のご利用のお客さま

割 引 ⼿ 形

2025年度

受付可能（ただし ⼿形期日＝2027年３月末までの⼿形）

2026年度 2027年度

紙の⼿形割引の受付終了（2026年９月末）

２０２７年３月末で
紙の手形・小切手の交換が廃止されます

⼊⾦不可

⼊⾦不可



手形・小切手機能の全面的な電子化に向けた取り組みについて

〇手形帳・小切手帳の発行終了

・実施日：令和８年３月３１日（月）

・令和８年３月末をもちまして手形帳・小切手帳の発行を終了させていただきます。

終了時点で保有されている手形帳・小切手帳は、終了日以降も引き続きご利用いただけます。

〇払戻請求書による当座勘定からの払戻しの取扱開始

・開始日：令和７年３月３日（月）

・当金庫所定の払戻請求書へ記名押印いただくことで払戻しが可能となります。

引き続き小切手による払戻しも可能です。

〇当座預金の新規口座開設の停止

・実施日：令和７年３月３日（月）

・当座預金の新規口座開設を停止させていただいております。

・事業性資金にかかる預金口座開設をご希望される場合は、「普通預金口座」または「決済用普
通預金口座」をご利用ください。

なお、既に当座預金口座をお持ちのお客さまは、引き続きご利用いただけます。

〇令和９年４月以降を期日とする手形等の代金取立受付の停止

・実施日：令和７年３月３日（月）

・令和９年４月１日以降を期日とする紙の手形や小切手（先日付小切手）について、代金取立の
受付を停止しております。

〇紙の手形割引の受付の停止

・実施日：令和８年９月３０日（水）

※令和９年４月以降を期日とする手形割引につきましては、令和７年３月３日（月）より受付
を停止しております。

・電子記録債権は、でんさいサービスをご利用いただくことで割引の新規受付が可能です。

〇他行を支払地とする手形・小切手の入金扱いの終了

・実施日：令和８年９月３０日（水）

〇手形・小切手の振出期限の設定

・手形・小切手の振出期限を令和８年９月３０日（水）とします。

・令和８年１０月１日（木）以降に振出された手形・小切手は当座預金から支払いができません。

〇自己宛小切手の発行終了

・自己宛小切手（当金庫振出小切手）の発行を終了します。

手形・小切手に代わる電子的な決済方法として「でんさいサービス（電子記録債権）」や「インターネットバン
キングサービス」への移行をサポートしております。
〇ご不明な点がございましたら、当金庫お取引店までお問合せください。


